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社
会
情
勢
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
公

民
館
の
果
た
す
役
割
も
、
変
化
が
求
め
ら

れ
て
き
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
外
部
委
員
会
の
提
言
を
も
と

に
検
討
を
行
い
、
公
民
館
の
役
割
を
改
め

て
見
直
し
、
活
用
方
針
（
案
）
を
ま
と
め

ま
し
た
。

こ
の
方
針
を
よ
り
よ
い
も
の
と
す
る
た

め
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
広
く
意
見
を
募

集
し
ま
す
。

【
募
集
期
間
】

４
月
30
日(

火)

ま
で

【
閲
覧
場
所
】

生
涯
学
習
・
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
（
本
館
２

階
）、
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
本
館
、
北

部
振
興
局
、
各
支
所
）、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（h

ttp
://w

w
w
.city

.n
a
g
a
h
a
m
a
.

sh
iga.jp

）

【
提
出
方
法
】

任
意
の
様
式
に
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号

を
明
記
し
、
直
接
持
参
・
郵
送
・
Ｆ
Ａ

Ｘ
・
Ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
上

記
ま
で
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長浜市公民館活用方針（案）について意見を募集します

平
成
23
年
度
か
ら
計
画
を
進
め
て
き
ま

し
た
「
な
が
は
ま
ウ
ェ
ル
セ
ン
タ
ー
」
の

工
事
に
着
手
し
ま
し
た
。
完
成
予
定
は
平

成
26
年
３
月
で
す
。

【
機
能
】

・
保
健
セ
ン
タ
ー

・
こ
ど
も
療
育
セ
ン
タ
ー
　
浜
の
子
園

・
湖
北
地
域
し
ょ
う
が
い
者
相
談
セ
ン
タ
ー

【
施
設
概
要
】

・
建
設
位
置
　
小
堀
町
32-

３

・
施
設
概
要
　
鉄
骨
造
２
階
建
　

延
床
面
積
２，

２
３
４
㎡

■問健康推進課（7６５－７７７９）

保健福祉複合施設（総称：ながはまウェルセンター）の
工事が始まりました

平成25年４月に施行される障害者総合支援法で

は、障害者の範囲に難病等の人が加わります。対象

となる人は、身体障害者手帳の所持の有無にかかわ

らず、必要と認められたしょうがい福祉サービス等

の受給が可能となります。

【受付時間】

８時30分～17時15分※平日のみ

詳しい手続き方法などについては、上記まで問合せ

ください。

■問しょうがい福祉課（7６５ー６５１８）

難病等の人がしょうがい福祉
サービス等の対象となります
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新
事
業
へ
の
意
欲
の
あ
る
中
小
企
業
者
等
が

自
ら
行
う
事
業
や
、
産
業
支
援
機
関
が
行
う
中

小
企
業
者
支
援
事
業
に
対
し
て
、
そ
の
経
費
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。

《
補
助
対
象
事
業
》

○
キ
ッ
ク
オ
フ
応
援
ス
テ
ー
ジ
補
助
　

研
究
開
発
、
ア
イ
デ
ア
の
技
術
的
可
能
性
、

事
業
化
可
能
性
を
検
証
す
る
た
め
の
調
査
研

究
事
業

※
新
事
業
に
対
し
て
条
件
が
あ
り
ま
す
。

【
対
象
者
】

市
内
に
本
社
を
有
す
る
ま
た
は
、
事
業
化
の

拠
点
を
市
内
に
有
す
る
中
小
企
業
者
等

【
補
助
率
・
補
助
限
度
額
】

補
助
率
　
３
／
４

補
助
限
度
額
２
０
０
万
円
／
件

○
ゴ
ー
ル
応
援
ス
テ
ー
ジ
補
助

新
商
品
等
の
市
場
化
、
販
路
開
拓
に
関
す
る

事
業

【
対
象
者
】

市
内
に
本
社
を
有
す
る
ま
た
は
、
事
業
化
の

拠
点
を
市
内
に
有
す
る
中
小
企
業
者
等

【
補
助
率
・
補
助
限
度
額
】

補
助
率
　
２
／
３

補
助
限
度
額
２
０
０
万
円
／
件

○
キ
ッ
ク
オ
フ
・
ゴ
ー
ル
応
援
促
進
補
助

産
業
支
援
機
関
が
中
小
企
業
支
援
の
た
め
に

行
う
異
業
種
・
農
商
工
等
マ
ッ
チ
ン
グ
や
販
路

開
拓
に
関
す
る
事
業

【
対
象
者
】

市
内
の
商
工
会
議
所
・
商
工
会
、
社
団
法
人

等
の
産
業
支
援
機
関

【
補
助
率
・
補
助
限
度
額
】

補
助
率
　
２
／
３
　
※
海
外
市
場
開
拓
支
援

の
場
合
は
補
助
率
３
／
４

補
助
限
度
額
３
０
０
万
円
／
件

《
補
助
事
業
の
期
間
》

交
付
決
定
日
〜
平
成
26
年
３
月
31
日

《
申
請
期
間
》

５
月
７
日(
火)

〜
５
月
13
日(

月)

※
公
募
案
内
・
申
請
書
様
式
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

■申商工振興課（7６５－８７６６）

街並み景観形成や
にぎわいづくりを応援します

■申
商
工
振
興
課

（
7
６
５
―
８
７
６
６
）

新
事
業
を
応
援
し
ま
す

新
事
業
キ
ッ
ク
オ
フ
・
ゴ
ー
ル
応
援
事
業
補
助
金

《補助金説明会の開催》
【と　き】４月16日(火)

13時30分～

【ところ】市役所本庁別館

４階 第４会議室

＊（ ）内：補助率・補助限度額

１　にぎわいの街づくり事業
商店街ににぎわいを創出するソフト事業
(1/2・1回目100万円、2回目75万円、3回目50万円)
■対象区域：市全域

２　美しい観光地づくり推進事業
歴史・水辺・緑・芸術を活かした景観づくり
（1/2・200万円）
■対象区域：市全域

３　伝統的街並み景観形成事業
①商業観光推進ファサード整備事業（1/2・150万円）
②伝統的町家ファサード整備事業（1/2・200万円）
③伝統的町家再生活用等整備事業（1/2・500万円）
■対象区域：①中心市街地の一部区域、②・③は中心市街地内の

特定景観形成重点区域

伝
統
的
な
建
築
様
式
の

建
物
を
保
存
・
活
用
し
、

魅
力
あ
る
街
並
み
を
形
成

す
る
事
業
や
、
商
店
街
に

に
ぎ
わ
い
を
創
出
し
、
誘

客
効
果
を
高
め
る
事
業
に

必
要
な
経
費
の
一
部
を
助

成
し
ま
す
。

《
応
募
書
類
提
出
期
限
》

４
月
25
日(

木)

※
相
談
は
随
時
受
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
上
記

ま
で
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

提出先　生涯学習・文化スポーツ課（〒526－8501 長浜市高田町12番34号
FAX ６５－６５７１　Ｅメール　syougaku@city.nagahama.lg.jp 7６５－６５５２）

▲完成予定図
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